
執行役
　執行役は、取締役会の決議により選任され、取締役会
から委任された業務の執行の決定および業務の執行を
行います。任期は1年と定款で定めており、2025年6月
25日現在の執行役は12名です。

＊★は社外取締役、◎は委員長、○は委員（メンバー）を示しています。

202５年度（202５年6月25日現在）
取締役会 指名委員会 報酬委員会 監査委員会

鵜飼　 英一 ○ ○
山本　 正明 ○
木下　 俊平
孝橋　 宏二
江上　 正樹 ○
播磨　 　悦 ○ ○
川上　 　良 ★ ○ ○
小松 百合弥 ★ ○
村越　 　晃 ★ ◎ ○
木谷 　泰夫 ★ ○ ◎
塔下　 辰彦 ★ ◎ ○
和田　 浩美 ★ ○

■ 取締役会、指名・報酬・監査委員会構成メンバー

機関設計 指名委員会等設置会社

取締役 12名

　うち独立社外取締役 6名

取締役の任期 1年

執行役 12名

　うち代表権のある執行役 2名

取締役を兼務する執行役 4名

監査委員会の職務を補助する体制 あり（経営監査部）

会計監査人 EY新日本有限責任監査法人

■ 基礎情報　 報酬委員会

　取締役会は、経営の基本方針を決定し、取締役および
執行役の職務の執行を監督します。取締役会は法令また
は定款で定める取締役会決議事項以外の業務執行につ
いて、大幅に執行役へ権限委譲しており、経営の監督機
能の強化と意思決定の迅速化を図っております。
　取締役の任期は1年、員数は15名以内と定款で定め
ており、取締役会は原則月1回および必要の際に機動
的に開催しております。
　2025年6月25日現在の取締役は12名、うち6名が
社外取締役です。取締役会議長は、社外取締役が務め
ております。

　指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選解任
に関する議案の内容の決定などを行います。2025年6
月25日現在の委員は5名、うち3名が社外取締役です。
指名委員長は、社外取締役が務めております。

　経営会議は、代表執行役社長の意思決定のサポート
機関として、業務執行に関する重要な事項について審議
します。代表執行役社長および代表執行役社長が指名
する執行役で構成され、原則月２回開催しております。

　執行役会は、代表執行役社長が主宰し全執行役の出
席のもと、取締役会決定事項が示達され、執行役は業
務の執行状況を報告します。原則月１回開催し、執行役
間で情報を共有することにより、効率的・効果的な業務
執行を図っております。

　報酬委員会は、取締役および執行役の報酬などの内
容に係る決定に関する方針と個人別の報酬などの内容
の決定などを行います。2025年6月25日現在の委員は
6名、うち4名が社外取締役です。報酬委員長は、社外
取締役が務めております。

　監査委員会は、取締役および執行役の職務執行の監
査や株主総会に提出する会計監査人の選解任に関す
る議案の内容の決定などを行います。なお、監査委員会
の職務を補助する組織は経営監査部であり、兼務の担
当者が監査委員会事務局などを担っております。当該
担当者については、経営監査部長が監査委員会を補助
するに相応しい能力・経験などを有する者を監査委員
会の同意を得て任命しております。また、当該担当者の
異動、懲戒、評価などに係る事項については、監査委員
会の同意を得るものとしております。
　2025年6月25日現在の委員は5名、うち3名が社外取
締役です。監査委員長は、社外取締役が務めております。

ガバナンス体制

　 指名委員会2

　 経営会議5

　 執行役会6

3

　 取締役会1 　 監査委員会4
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